
米国による追加関税措置への対策を求める意見書

米国政府は、自国産業の保護を目的として、世界貿易機関（ＷＴＯ）ルー
ルに抵触する疑義がある追加関税措置（以下「追加関税措置」という。）を
段階的に講じており、日本を含む多くの国の産業や貿易活動に多大な影響
を及ぼしている。
令和７年４月に一般財団法人静岡経済研究所が県内製造業者に対して実

施したアンケート調査によると、「追加関税措置によりマイナスの影響があ
る」と回答した事業者が過半数を超えており、業界内における不安も高ま
っている。
また、本県は「ものづくり県」として全国屈指の製造業集積地であり、中

でも自動車や自動二輪車等の輸送用機械は製造品出荷額等の約２５％を占
めているが、これらの産業は米国市場への輸出依存度が高いことから、追
加関税措置による今後の更なる業績悪化が懸念されている。
特に、中小企業においては価格競争力の低下や取引先の変更、物流の混

乱等が生じ、地域経済の安定と成長が妨げられるおそれがある。
よって国においては、米国による追加関税措置対策として、下記の事項

に取り組むよう強く要望する。
記

１ 米国政府に対しＷＴＯルールを尊重した建設的な交渉を行い、追加関
税措置の撤廃又は軽減を強く求めること。
２ 企業に対して追加関税措置による影響の実態調査を実施し、金融支援、
販路開拓支援、税制上の配慮等の適切な措置を早急に講じること。
３ 地域を支える中小企業の経営維持や地域経済の持続的な発展のため、
外需依存から内需志向への転換や新興市場の開拓支援を強化すること。
４ 追加関税措置の動向を的確に把握し、関連情報を速やかに地方自治体
及び関連企業に提供する体制を構築すること。
５ 追加関税措置の対策に取り組む地方自治体を支援する交付金制度を創
設すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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